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Ⅰ．第１章 知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業の概要 

第１節 当事業の目的及び本報告書について 

１－１－１．目的 

知的財産を豊富に創造し、これを保護・活用することにより、わが国の経済と文化の持続的な発展を目指す「知

的財産立国」の実現には、質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え、知的財産を適切に保護し、社会全体で活

用する環境整備が重要である。特に、知的創造サイクルを支える人材の育成・確保は急務であり、学校教育を通

じた幼少期からの知的財産マインドの涵養、大学等の高等教育機関における知的財産に明るい人材の育成、中

小・ベンチャー企業での知的財産制度に対する理解と関心の増進など、国民全体への知的財産制度に対する意識

の醸成と知識の向上を図るための環境整備が重要である。 

 

 さらに、国民の知的財産意識を向上させるためには、学校教育機関において知財マインドをもった人材の育成

を推進することが重要であるが、「知的財産推進計画」との関連で述べれば、これまで≪ 知的財産推進計画第

１期(２００３ ～ ２００５年度)、第２期(２００６ ～２００８年度)≫ の基本方針としては、主に権利保護に

注力された。その中で、第２期の最終年にあたる平成２０（２００８）年度計画では、知的財産推進計画２００

８の第５章４ .「国民の知的財産意識を向上させる」において、（１）「学校における知的財産教育を推進する」

こと、（２）「地域における知的財産教育を推進する」こと、（３）知的財産の創造、保護、活用の体験教育を

充実する」ことが述べられ、同じく、第５ 章５.（６）「専門高校における知的財産教育を推進する」において

は、「工業高校や農業高校などにおける知財教育に関するこれまでの取組事例を活用するとともに､そのような

取組の普及と定着を促すため、地域との連携や学校間の連携を取り入れた教育実践プログラムの開発を支援し、

専門高校における知財教育を推進する」ことが述べられ、それぞれ活発に推進されてきた。 

 

平成２１（２００９） 年度からの≪ 知的財産推進計画第３期≫ の基本方針は、知的財産をいかに経済的価

値の創出に結びつけるかを重視することとされ、知財教育を推進する中で知財マインドをもった人材を育成する

ことに関しては、第３期初年度の知的財産推進計画２００９のⅡ-１-（３）-② において、『地域における知的

財産教育を推進する』（ P .7）ことが謳われている。 

（ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/090624/2009keikaku.pdf 参照） 

 

また、平成２２（２０１０）年の知的財産推進計画２０１０では、今後の我が国の産業の国際競争力強化のた

めの中枢に位置づけ、新成長戦略と連動し、科学技術政策、情報通信技術政策と一体化してスピード感を持って

推進することとして、知財人材育成においても「専門学校や大学と産業界等との連携による、コンテンツ分野等

の人材育成に関する枠組みモデルの構築」「専門学校や大学と産業界等の連携によるプログラム開発の拡大」「質

の高い教育プログラムによるコンテンツ分野等の高度・中堅人材の重点的な養成及び専門学校や大学と産業界等

の連携による教育プログラムの改善・更新」などが改善目標として掲げられている。   

平成２３（２０１１）年の知的財産推進計画２０１１においては、東日本大震災への対応を含め、①国際標準

化のステージアップ戦略、②知財イノベーション競争戦略、③最先端デジタル・ネットワーク戦略、④クールジ

ャパン戦略の４つを重点戦略として強力に推進するものとして、「知的財産戦略を支える人財の育成・確保」も

挙げられている。 

 

 



 

２ 
 

平成２４（２０１２）年の知的財産推進計画２０１２においては、情勢変化と知的財産戦略の新たな挑戦、国

際競争力強化に資する２つの知的財産総合戦略が打ち出され、その中でも情勢変化と知的財産戦略の新たな挑戦

の中の３．新時代に立ち向かう知的財産戦略の新たな挑戦においては、知財イノベーションのための総合戦略を

協力に推進する。とし、更に最先端の知財マネジメント人財を養成する場の形成や知財マネジメント戦略研究拠

点の整備を含め、新たな時代に対応する知財人財を加速的に育成・確保する「知財人財育成プラン」を強力に実

行する。とされている。 

 一方で、国際競争力強化に資する２つの知的財産総合戦略の中では、１．③次世代の知財人財を育成し確保す

る。として、国内の知的財産権の取得・維持・管理に直接的に関わる「知財専門人材」の育成と併せて、イノベ

ーション戦略に基づきグローバルにイノベーションを創出し、国際競争力の強化に資するような形で、事業戦略

に巧みに適切かつ先行的・実践的に知財を活用できる「知財活用人財（知財マネジメント人財）」にまで、知財

人財の育成の重点を広げなければならないとしている。 

 

 平成２５（２０１３）年の知的財産推進計画２０１３では、３．グローバル知財人財の育成・確保が上げられ

ており、更に平成２６（２０１４）年の知的財産推進計画２０１４では、６．政府が中心となった人財育成の場

の整備として、政府が主導的な役割を果たして知財人財の育成を行う場の整備を早急かつ着実に進めていくべき

であるとしている。 

 

 平成２７（２０１５）年の知的財産推進計画２０１５では、８．知財人財の戦略的な育成・活用のなかで、知

財教育の推進について記載されている。 

 

 平成２８（２０１６）年の知的財産推進計画２０１６では、前年度に取り上げられた知財教育の推進から進展

し、「知財教育タスクフォース」を設置して、社会と協働した知財教育の推進の在り方について議論を行い、今

後、我が国が知財教育を推進していくに当たっての求められる方向性が３点整理された。 

① “国民一人ひとりが知財人材”を目指した発達の段階に応じた系統的な教育の実施 

② 社会との関わりや知識の活用を視野に入れた創造性の発展のための仕掛け 

③ 地域・社会との協働（産学官連携による支援体制構築）の実現 

 

 平成２９（２０１７）年の知的財産推進計画２０１７では、Ⅱ．知財の潜在力を活用した地方創生とイノベー

ション推進 ３．「国民一人ひとりが知財人材」を目指した知財教育・知財人材育成の推進の項目が掲げられ、

その項目における現状と課題として「発達段階に応じて、新たな発見や思考の源泉となる創造性を育むとともに、

知的財産の保護・活用の重要性に対する理解の増進と態度形成を図り、もって知的財産の創造に始まり、保護・

活用に至る知的創造サイクルの好循環を生み出すための人材を育む教育（知財創造教育）の全国的な普及を推進

することが求められている。」 

 

 平成３０（２０１８）年の知的財産推進計画では、２．「知的財産推進計画２０１８」重点事項 （１）これ

からの時代に対応した人材・ビジネスを育てる 「④ 知財創造教育・知財人材育成の推進」において、「イノ

ベーションの創出のためには、新しいものを創造する人材や、創造されたものを活用したり他の様々なものと組

み合わせたりして、新しい価値を生み出す仕組みをデザインできる人材が必要である。」「今後は、知財創造教

育を一層教育現場に浸透させるための取組を行うとともに、高等学校における知財創造教育の体系化や、現場の

教職員が知財創造教育を実践できるようにするための支援方策について検討することが求められる。」とされて

いる。 



 

３ 
 

その他教育現場においては、高等学校における新学習指導要領が平成３０（２０１８）年３月に公示され、同

要領において、「豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが急速に変化し

予測不可能な社会において自立的に生き，社会の形成に参画するための資質・能力を一層確実に育成する」こと

が基本的な考え方の一つとされている。「高等学校においては，社会で求められる資質・能力を全ての生徒に育

み，生涯にわたって探求を深める未来の創り手として送り出していくことがこれまで以上に求められる」として、

「①知識及び技能，②思考力，判断力，表現力等，③学びに向かう力，人間性等」の「資質・能力の三つの柱が，

偏りなく実現されるよう，・・・授業改善を図ること」とされ、例えば、理数教育においては、「将来，学術研

究を通じた知の創出をもたらすことができる創造性豊かな人材の育成を目指し，新たな探求的科目として，「理

数探究基礎」及び「理数探究」」が新設された。この新高等学校学習指導要領は平成３４（２０２２）年４月１

日以降の「第１学年に入学した生徒（略）に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用」されることとなっ

ており、今後、高等学校における知的財産教育を通した知財マインドをもった人材の育成の取組みは、一層促進

されると考えられる。 

 

 このような流れに先立ち、「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業（以下、「本事業」という。）

の前身の事業は、平成１２（２０００）年度に「産業財産権標準テキストの有効活用に関する実験協力校事業」

として開始された。平成１２年度には工業高等学校を対象に事業が実施され、その後、高等専門学校（平成１３

（２００１）年度から実施）、商業高等学校（平成１４（２００２）年度から実施）、農業高等学校（平成１５

（２００３）年度から実施）においても順次実施された。その後、平成２０（２００８）年度より全国の高等学

校（専門学科）及び高等専門学校における知財マインドを持った人材の育成の一層の充実を図るため、これまで

の事業名称を「産業財産権標準テキストを活用した知的財産教育推進協力校事業」として実施してきた。 
 この平成１２（２０００）年度から平成２２（２０１０）年度にかけて実施された「産業財産権標準テキスト」

の活用を軸とする事業は、事業実施期間中に多くの成果・実践例を生み出し、我が国における高等学校（専門学

科）及び高等専門学校における知財人材の育成（知財教育）の発展に大きな役割を果たしてきた。 
 

そして、平成２３（２０１１）年度からは、産業界からの人材育成に関する要望や、政府の人材育成政策に応

えるため、近い将来企業等で活躍することが見込まれる「明日の産業人材」を育成する「知的財産に関する創造

力・実践力・活用力開発事業」を新たに展開している。 
本事業においては、知的財産権制度に関する理解を深めていく過程において生徒・学生が創作した発明・意匠・

商標についてのアイデアを地域の専門家（弁理士等）とのコンサルテーションや地元企業等との連携等により知

的財産としていく過程を模擬的な出願書類の作成、試作品の作成、地元企業等との連携を通じた商品の開発等、

知的財産権の取得に向けて必要となる活動の体験などの実践の場を通じて知的創造力や実践力・活用力を育む取

組を行うことを支援している。 

 
平成２６年度より、知的財産に関する創造力・実践力・活用力に関する実践的な能力を養成する取組の導入と

基本的な知識の習得を目指す取組の計画を策定し、その実践を通じて組織的な取組として定着を図っていくこと

を目的とした「導入・定着型」と、知的財産に関する創造力・実践力・開発力開発事業において知的財産学習の

組織的な推進体制ができ、既に知的財産学習が定着し、新たな特徴ある取組にチャレンジする学校を最大３年間

支援することを目的とした「展開型」の２種類のタイプによる募集を行い、平成２７年度以降引き続き募集を行

った。 
 
平成３０年度応募校の採択については、外部有識者等からなる「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開



 

４ 
 

発事業 推進委員会」において申請書に記載された取組やその取組を実施するに当たってのロードマップなどを

確認しつつ審査を行い、「導入・定着型」として３８校、「展開型」として５校（工業：２校、商業：１校、水産：

１校、高専：１校）が採択された。また、平成３０年度から、「展開型」において、知的財産学習に関して１種

類以上の教材等を新たに開発する取組を必須とした。 
 
また、平成２８・２９・３０年度に「展開型」として採択を受けた１４校（６校、３校、５校）については、

「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業 推進委員会」へ知的財産学習の取組内容及び計画の進捗

状況を報告し、委員会から取組内容において優れていると点と次年度の取組を行うに当たっての留意点等の御意

見をいただいた。委員会からの意見を取り入れつつ、１４校のうち、平成２９・３０年度の「展開型」採択校の

８校については、取組を継続していくこととなった。 
 

 



 

５ 
 

１－１－２ ．本報告書の内容 

知財マインドを持った人材の育成とその取組の普及や定着を図るために、参加校における生徒又は学生が知的

財産に関する知識の習得や創造力及び実践力・活用力を育む過程について分析するとともに、取組を通しての地

域や関係機関からの支援や連携の状況の具体的な事例を収集してとりまとめを行ったものである。 

各学校の実践活動は、１年間にわたる取組であり、この報告書は、参加校からの年間指導報告書や教員に対す

るアンケート結果等を元に作成している。 

 

１－１－３ ．参加学校数の推移 

本事業と、前身の「産業財産権標準テキストの有効活用に関する実験協力校事業」（H19年度以前）及び「産

業財産権標準テキストを活用した知的財産教育推進協力校事業」（H20～22年度）も含めた参加校数(延べ数)は、

下記の表およびグラフのとおりである。 

 

表１－１－１ 参加校数の推移（平成23年度以前は前身の事業） 

実施年度 

工業高等 
学校 
商業高等 
学校 
農業高等 
学校 
水産高等 
学校 

高等学校 
合計 
高等専門 
学校 

全合計 
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